
 

 

公益財団法人下関市水道サービス公社定款 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この法人は、公益財団法人下関市水道サービス公社と称する。 

 

 （事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を山口県下関市春日町８番１号に置く。 

２ この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 

 

 

   第２章 目的及び事業 

 （目的） 

第３条 この法人は、水道が市民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことの

できないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水道に関する市民

サービスの向上、広報啓発及び施設の適正かつ合理的な維持管理に資する事業を行い、

もって公衆衛生の向上と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

 （事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 給水装置の適正管理に関する事業 

 (2) 災害備蓄用水管理に関する事業 

 (3) 水道の安定供給促進に関する事業 

(4) 水道に関する知識の普及啓発に関する事業 

(5) 水道施設の適正管理に関する事業 

(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項各号の事業は、下関市において行うものとする。 

 

 

第３章 資産及び会計 

 （基本財産） 

第５条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本

財産とする。 

２ 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しな

ければならず、基本財産の一部又は全部を処分しようとするとき及び基本財産から除外し

ようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 



 

 

３ 前項の評議員会の承認は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員

の３分の２以上に当る多数をもって行わなければならない。 

 

 （事業年度） 

第６条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

 （事業計画及び収支予算） 

第７条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書

類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け

なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するま

での間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

 （事業報告及び決算） 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を

作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 (1) 事業報告 

 (2) 事業報告の附属明細書 

 (3) 貸借対照表 

 (4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

 (5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

 (6) 財産目録 

 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類については、

定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につい

ては承認を受けなければならない。 

３ 第 1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また、従たる事務所に３年間

備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置

き、一般の閲覧に供するものとする。 

(1) 監査報告 

 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 

 ( 3 ) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

 ( 4 ) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記

載した書類 

 

 （公益目的取得財産残額の算定） 



 

 

第９条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第４８

条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算

定し、前条第３項第４号の書類に記載するものとする。 

 

 

   第４章 評議員 

 （評議員の定数） 

第１０条 この法人に評議員３名以上６名以内を置く。 

 

  （評議員の選任及び解任） 

第１１条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179条

から第 195条の規定に従い、評議員会において行う。 

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の 3分の

1を超えないものであること。 

イ  当該評議員及びその配偶者又は 3親等内の親族 

ロ  当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

ハ  当該評議員の使用人 

ニ  ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産に

よって生計を維持しているもの 

ホ  ハ又はニに掲げる者の配偶者 

ヘ  ロからニまでに掲げる者の 3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする

もの 

(2) 他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評

議員の総数の 3分の 1を超えないものであること。 

イ 理事 

ロ 使用人 

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定め

のあるものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者 

ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除

く。）である者 

① 国の機関 

② 地方公共団体 

③ 独立行政法人通則法第 2条第 1項に規定する独立行政法人 

④ 国立大学法人法第 2 条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第 3 項に規定す

る大学共同利用機関法人 



 

 

⑤ 地方独立行政法人法第 2条第 1項に規定する地方独立行政法人 

⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、

総務省設置法第 4 条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。）又は認可法人

（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法

人をいう。） 

 

 （評議員の任期） 

第１２条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評

議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第１０条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 

 （評議員の報酬等） 

第１３条 評議員は、無報酬とする。 

２ 評議員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。この場合の支

給基準については、評議員会の決議を経て別に定める。 

 

 

   第５章 評議員会 

 （構成） 

第１４条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 

 （権限） 

第１５条 評議員会は、次の事項について決議する。 

 (1) 理事及び監事の選任又は解任 

 (2) 理事及び監事の報酬等の額 

 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 

 (4) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

 (5) 定款の変更 

  (6) 残余財産の処分 

 (7) 基本財産の処分又は除外の承認 

 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

 （開催） 



 

 

第１６条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３か月以内に 1 回開催する

ほか、必要がある場合に開催する。 

 

 （招集） 

第１７条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長

が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員

会の招集を請求することができる。 

３ 前項の規定による請求があったときは、理事長は、遅滞なく評議員会を招集しなければならな

い。 

４ 理事長は、評議員会の日の7 日前までに、評議員に対して、評議員会の日時及び場所並び

に目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経

ることなく開催することができる。 

 

（議長） 

第１８条 評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員の互選により定める。 

 

 （決議） 

第１９条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員

の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を

除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

 (1) 監事の解任 

 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 

(3) 定款の変更 

(4) 基本財産の処分又は除外の承認 

(5) その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を

行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２３条に定める定数を上回る

場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの

者を選任することとする。 

 

（決議の省略） 

第２０条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につい

て、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

  



 

 

したときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 

 

（報告の省略） 

第２１条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当

該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。 

 

 （議事録） 

第２２条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び当該評議委員会に出席した評議員の中から選出された議事録署名人２名が、

前項の議事録に記名押印する。 

 

 

   第６章 役員 

 （役員の設置） 

第２３条 この法人に、次の役員を置く。 

 (1) 理事 ３名以上６名以内 

 (2) 監事 ２名以内 

２ 理事のうち 1名を理事長とする。 

３ 理事長以外の理事のうち、１名を専務理事とすることができる。 

４ 第２項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事と

し、前項の専務理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

 （役員の選任） 

第２４条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

 （理事の職務及び権限） 

第２５条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行

する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執

行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行

する。 

３ 理事長及び専務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執

行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 



 

 

（監事の職務及び権限） 

第２６条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作

成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財

産の状況の調査をすることができる。 

３ 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

４ 監事は理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法

令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、そ

の旨を理事会に報告しなければならない。 

５ 前項に規定にする場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を

請求することができる。 

６ 前項の規定による請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日

を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事

会を招集することができる。 

７ 監事は理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法

令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議

員会に報告しなければならない。 

８ 監事は理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、

又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が

生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめさせることを請求することができ

る。 

９ 監事はその他監事に認められた法令上の権限を行使する。 

 

 

 （役員の任期） 

第２７条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結の時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第２３条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に

より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利

義務を有する。 

 

 （役員の解任） 

第２８条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任



 

 

することができる。 

 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

 （役員の報酬等） 

第２９条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては報酬等を支給

することができる。 

２ 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬

並びに費用に関する規程による。 

 

 

   第７章 理事会 

 （構成） 

第３０条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

 （権限） 

第３１条 理事会は、次の職務を行う。 

 (1) この法人の業務執行の決定  

 (2) 理事の職務の執行の監督 

 (3) 理事長及び専務理事の選定及び解職 

 

（種類及び開催） 

第３２条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種とする。 

２ 通常理事会は、事業年度毎に４月及び３月の年２回開催する。 

３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集

の請求があったとき。 

(3) 前号の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招

集したとき。 

(4) 第２６条第５項及び第６項の規定により、監事から理事長に招集の請求があったと

き、又は監事が招集したとき。 

 

 （招集） 



 

 

第３３条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第３項第３号により理事が招集する

場合及び前条第３項第４号後段により監事が招集する場合を除く。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が、専務理事が欠けたと

き又は専務理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、

開催日の５日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。  

４ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経る

ことなく理事会を開催することができる。 

 

（議 長） 

第３４条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

 （決議） 

第３５条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって決する。 

 

（決議の省略） 

第３６条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、そ

の提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同

意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな

すものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 

 

 （議事録） 

第３７条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

   第８章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第３８条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第１１条についても適用する。 

 

 （解散） 

第３９条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能そ

の他法令で定められた事由によって解散する。 

 



 

 

 （公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４０条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅す

る場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の

決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又

は当該合併の日から 1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 （残余財産の帰属） 

第４１条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

   第９章 公告の方法 

 （公告の方法） 

第４２条 この法人の公告は、電子広告の方法により行う。 

2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は官

報に掲載する方法による。 

 

 

第１０章 事務局 

（事務局） 

第４３条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３ 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 

４ 前項以外の職員は、理事長が任免する。 

５ 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第４４条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

(1) 定款 

(2) 理事、監事及び評議員の名簿 

(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類 

(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類 

(5) 財産目録 

(6) 役員等の報酬規程 



 

 

(7) 事業計画書及び収支予算書等 

(8) 事業報告書及び計算書類等 

(9) 監査報告書 

(10) その他法令で定める帳簿及び書類 

２ 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第８条に定め

によるものとする。 

 

   附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第

１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第 1 項に定め

る特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第６条の規定に

かかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の

開始日とする。 

３ この法人の最初の代表理事は吉村栄治、業務執行理事は白石則仁とする。 

   

別表 基本財産（第 5条関係） 

財産種別 金額 

定期預･貯金 50,000,000円 

 



役 職 名 氏 名
備 考

〔 所 属 団 体 役 職 名 〕
勤　務
形　態

1理 事 長 吉 村 栄 治 下関市 （ 元下関市上下水道局理事 ） 常 勤

2専 務 理 事 白 石 則 仁 下関市 （ 元下関市上下水道局技監 ） 常 勤

3理 事 岩 本 玲 子 下 関 市 連 合 婦 人 会 副 会 長 非常勤

4理 事 芝 﨑 佳 人 下 関 市 上 下 水 道 局 参 事 非常勤

5理 事 高 山 剛 下 関 市 商 工 会 議 所 総 務 部 長 非常勤

6理 事 田 中 正 男 下 関 市 連 合 自 治 会 副 会 長 非常勤

7監 事 中 西 房 敏 下 関 市 上 下 水 道 局 経 営 管 理 課 長 非常勤

8監 事 日 野 善 明 下関市社会福祉協議会事務局次長 非常勤
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1概 要

平成26年度公益財団法人下関市水道サービス公社

事 業 報 告 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

平成26年度の事業実施状況は次のとおりです。

[公益目的事業]

[公1J水道水の水質の安定に寄与する事業

(1)小規模貯水槽水道の管理指導業務 (単位:箇所)

貯水槽水道
小規模 現地調査 資料配付

直結給水 設備撤去
対象区域

貯水槽水道 対象施設 への切替 等

1，688 1，163 389 341 11 37 
!日市内

(東部・中部・北部)

(2)配水管末水質調査業務 (単位:箇所・件)

残留塩素 放流量

調査測定箇所 112 測定箇所 73 

調査延件数 843 測定延件数 438 

[公2J水道の安定供給の促進及び水道に関する知識の普及・啓発に寄与する事業

(1)宅地内給水装置診断業務 (単位:件)

相談件数 l 現地調査件数 11給水装置からの漏水|給水装置外からの漏水l 異常なし他

2，853 1，934 1，096 576 262 

(2)水道技術講習等業務

ア日 時平成27年 2月26日(木) 13時30分~16時00分

イ場 所 下関市水道技術研修センター(長府浄水場内)

ウ講習内容 ・旧型パルプ操作の扱いについて

-甲型分水栓の閉塞について

-鈴工作業について

エ受講者 ・15名(下関市給水装置工事事業者9名及び下関市上下水道局職員 6名)

(3)水道施設見学、体験業務 (単位:人)

区 分 見学者数 摘 要

大 人 22 高尾浄水場、日和山水道資料室の見学

子 供 88 浄水処理の実験、残留塩素測定の体験
d口k 音十 110 
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[その他の事業]

[他1J市民サービス事業

(1)水道相談業務

相談件数 1料金関係

55 7 7 16 4 

(単位:件)

その他

21 

メータ関係、 |給水装置・修繕関係| 水質関係

ω市役所窓口業務

①窓口での水道料金等取扱件数

項目 | 取扱件数

水道料金等 11 5，657 

(単位:件・円)

取扱金額

50，613，246 

②窓口での関露水取扱件数(単位.件・円)

取扱件数 | 取扱金額

1，349 1 185，720 

[他2J施設等維持管理事業

(1)災害備蓄用水管理業務

①関露水宅配件数(公社事務所での取扱)

配達件数 11 商品金額

30 98，000 

配達料金

主;200

(単位:件・円)

合計金額

102，200 

②関露水取扱数 (単位:本)

種別 取扱数
頒布 配達頒布

業者へ納入
災害備蓄用

(局) I (市窓口) (公社) (総合支所他)

500 mQ 23，549 9，274 1，675 240 12，360 。
2，000血品 12，618 10，446 108 444 。 1，620 

(2)内日貯水池維持管理業務

内田貯水池及び周辺設備の維持管理並びに導水線路(内日~石原間)の巡視等

(3)水道メータ管理業務 (単位.個)

取付数(出庫) 取外数(発生品)

事 故 検定 検定
新設 既設 言十 閉栓 事故 計

試験 不動|破損 満期 満期

1，188 1，130 。 52 10，101 12，677 1，477 258 10，101 11，836 

。iu



2処務事項

(1)役員の人数

評議員 4名

理事 6名(うち理事長1名、専務理事1名を含む。)

監事 2名

(2)役員の異動

[評議員]

干支耳談名 氏 名 就任年月日 f壬 期

評議員 河向英利 平成26年4月1日 ~平成30年度定時評議員会終結の時

評議員 成瀬武夫 平成26年4月1日 ~平成30年度定時評議員会終結の時

評議員 山遺イ圭文 平成26年4月l日 ~平成30年度定時評議員会終結の時

評議員 和崎法子 平成26年4月1日 ~平成30年度定時評議員会終結の時

[理事(1期)) 

役職名 氏 名 就任年月日 イ壬 期

理事長 吉村栄治 平成25年4月1日 ~平成26年5月27日
専務理事

白 石 則 仁 平成25年4月1日 ~平成26年5月27日{事務局長)

理事 岩本玲子 平成25年4月1日 ~平成26年5月27日

理事 芝崎佳人 平成25年4月I日 ~平成26年5月27日

理事 高山 岡リ 平成25年4月1日 ~平成26年5月27日

理事 中島 弘 平成25年4月1日 ~平成26年5月27日

[理事(2期)) 

役職名 氏名 就任年月日 イ壬 期

理事長 吉村栄治 平成26年5月27日 ~平成28年度定時評議員会終結の時
専務理事

白 石 則 仁 平成26年同27日 ~平成28年度定時評議員会終結の時(事務局長)

理事 岩本玲子 平成26年5月27日 ~平成28年度定時評議員会終結の時

理事 芝崎佳人 平成26年5月27日 ~平成28年度定時評議員会終結の時

理 事 高山 同1) 平成26年5月27日 ~平成28年度定時評議員会終結の時

理事 中島 弘 平成26年5月27日 ~平成28年度定時評議員会終結の時

[監事]

役職名 氏 名 就任年月日 イ壬 期

監事 磯部雄次 平成25年4月1日 ~平成28年度定時評議員会終結の時

監事 日里子善明 平成25年4月1日 ~平成28年度定時評議員会終結の時

(3)職員の人数

職員 14名(うち嘱託職員2名を含む。)

qu 



(4)評議員会及び理事会の開催

会議名 開催日・場所 議 題 備考

-評議員会運営規則の制定について

-役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

定 時 平成26年 5月27日 について

評議員会 下関市上下水道局 -平成25年度事業報告について 原案可決
4F会議室 -平成25年度決算報告について

-理事の選任にっし、て

-平成26年度事業計画書及び収支予算書の報告

平成26年12月9日 -役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程

臨時 定款第20条及び の一部改正伝ついて
原案可決

評議員会 第36条に基づく -議事録署名人の選定について

決議の省略

会議名 開催日・場所 議 題 備考

-規則等の見直しについて

第1回 下平成関市26上年下4月水3道0局日 -平成25年度事業報告について
原案可決

理事会 4F会議室 -平成25年度決算報告について

-平成26年度定時評議員会にっし、て

臨 時
平成26年 5月27日 -理事長及び専務理事の選定について

理事会
下関市上下水道局

4F会議室

平成26年12月9日 -役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
第2回 定款第20条及び の一部改正について

理臨事時会 第36条に基づく -給与規程の一部改正にっし、て
原案可決

決議の省略 -評議員会による決議の手続き(決議の省略)について

-平成27年度事業計画について

第 2回
平成27年 3月 5日 -平成27年度収支予算にっし、て

理事会
下関市上下水道局 -平成27年度資金調達及び設備投資の見込み 原案可決

4F会議室 について

-代表理事及び業務執行理事の職務執行状況の報告

(5)山口県知事への報告・申請・届出

提出年月日 文書番号 内 容

平成26年4月22日 電子申請 -公益法人登記完了屈の提出について

平成26年6月18日 関水公第24号
-平成25年度事業報告書及び決算報告書並びに

平成26年度事業計画書及び収支予算書の提出について

平成27年3月20日 電子申請 -平成27年度事業計画書等の提出について
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金額 摘要

金融機関への定期預貯金50，000，000円
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平成26年度公益財団法人下関市水道サービス公社

決算報告書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

1貸借 対 照 表
平成27年3月31日現在

科 目 当年度 前年度

資産の部

l流動資産

現金預金 1，061，140 2，069，194 

流動資産合計 1，061，140 2，069，194 

2固定資産

(1)基本財産

基本財産引当預金 50，000，000 50，000，000 

基本財産合計 50，000，000 50，000，000 

(2)特定資産

什器備品 1，175，863 1，007，117 

車両運搬具 1，373，025 701，647 

特定資産合計 2，548，888 1，708，764 

固定資産合計 52，548，888 51，708，764 

資産合計 53，610，028 53，777，958 

E 負債の部

l流動負債

未払金 1，061，140 2，006，748 

預り金 。 62，446 

流動負債合計 1，061，140 2，069，194 

2固定負債

固定負債合計 。 。
負債合計 1，061，140 2，069，194 

E 正味財産の部

1指定正味財産

受取出資金 50，000，000 50，000，000 

特定資産 2，548，888 1，708，764 

指定正味財産合計 52，548，888 51，708，764 

(うち基本財産への充当額) (50，000，000) (50，000，000) 

(うち特定資産への充当額) (2，548，888) (1，708，764) 

2一般正味財産 。 。
(うち基本財産への充当額) (0) (0) 

(うち特定資産への充当額) (0) (0) 

玉味財産合計 52，548，888 51，708，764 

負債及び正味財産合計 53，610，028 53，777，958 

-5-

(単位円)

増減

ム 1，008，054

ム 1，008，054

。
。

168，746 

671，378 

840，124 

840，124 

ム 167，930

ム945，6081

ム62，446

ム 1，008，054

。l

ム 1，008，054

。
840，124 

840，124 。
840，124 。

。
。

840，124 

ム 167，930



2lE味財産増減計算書

平成26年4月l日から平成27年3月31日まで

科

I一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

目

基本財産運用益

基本財産受取利息

指定正味財産からの振替額

減価償却費相当額

事業収益

受取補助金等

雑収益

普通預金受取利息

その他雑収益

経常収益計
(2)経常費用

事業費

役員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

旅費交通費

減価償却費

通信運搬費

消耗什器備品費

消耗品費

修繕費
研修費

印刷製本費

燃料費
光熱水料費

委託費

手数料

賃借料

保険料

租税公課

雑費

管理費

役員報酬

給料手当

臨時雇賃金

退職給付費用

福利厚生費

被服費

旅費交通費

減価償却費

通信運搬費

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費

6-

当年度

69，500 
69，500 

555，726 
555，726 

19，598，647 
26，574，229 

44，123 
2，223 

主』盟
46，842，225 

44，541，102 
5，264，654 

30，569，038 
0 

5，066，477 
0 

519，840 
205，059 

9，396 
297，108 
288，174 

0 
0 

610，102 
367，773 
24，774 
97，950 
82，387 

366，960 
770，067 

1，343 

2，301，123 
897，756 
455，834 

0 

0 

199，514 
155，033 
58，900 
35，886 
8，001 

82，508 
72，117 
1，581 

前年度

133，838 
133，838 
614，047 
614，047 

19，010，091 
27，940，941 

10，454 
2，154 

生旦2
47，709，371 

44，973，242 
5，070，441 

29，669，931 

1，210，910 
4，875，373 

570 

581，021 
253，599 
258，529 
269，833 
432，720 

0 
0 

725，981 
372，209 
121，772 
133，310 
89，374 

371，4721 
536，197 

0 

2，736，129 
869，774 
466，863 
20，000 
75，140 
225，803 
151，839 

189，904 
33，026 
6，561 

87，709 
7，969 
2.775 

単位(円)

増減

ム64，338
ム64，338
ム58，321
ム58，321
588，556 

ム 1，366，712
33，669 

69 

33，600 
ム867，146

ム432，140
194，213 
899，107 

ム 1，210，910
191，104 
6. 570 

ム61，181
ム 48，540
ム249，133

27，275 
ム 144，546。。
ム 115，879
ム4，436

ム96，998
ム35，360
ム6，987
ム4，512
233，870 

1，343 
6. 435，006 

27，982 
ム 11，029
ム20，000
ム 75，140
ム26，289

3，194 

6. 131，0041 
2，860 
1，440 

ム5，201
64，148 

6. 1.194 



単位(円)

科 目 当年度 前年度 増減

研修費 4，200 63，730 ム59，530
印刷製本費 69，120 65，709 3，411 
燃料費 880 742 138 
光熱水料費 15，850 16，039 ム 189
委託費 113，174 339，330 ム226，156
手数料 7，853 7，623 230 
賃借料 34，343 15，882 18，461 
保険料 1，440 2，308 ム868
諸会費 16，000 16，000 。
租税公課 71，133 71，403 ム270
雑費 。 。 。

経常費用計 46，842，225 47，709，371 ム867，146
評価損益等調整前当期経常増減額 。 。 。
評価損益等計 。 。 。l

当期経常増減額 。 。 。
2.経常外増減の部

(1)経常外収益

減価償却資産除却損相当額 。 4，915 ム4，915
受取補助金等 。 11，156 ム 11，156

経常外収益計 。 16，071 ム 16，071
(2)経常外費用

減価償却資産除却損 。 4，915 ム4，915
賠償金 。 11，156 ム 11，156

経常外費用計 。 16，071 ム 16，071
当期経常外増減額 。 。 。
当期一般正味財産増減額 。 。 。
一般正味財産期首残高 。 。 。
一般正味財産期末残高 。 。 。

E指定正味財産増減の部

受取補助金等 1，395，850 343，140 1，052，710 
一般正味財産への振替額 ム555，726 ム618，962 63，236 

当期指定正味財産増減額 840，124 ム275，822 1，115，946 
指定正味財産期首残高 51，708，764 51，984;586 f::， 275，822 

固定資産 51，708，764 51，984，586 ム275，822
基本財産 50，000，000 50，000，000 。
特定資産 1，708，764 1，984，586 ム275，822

指定正味財産期末残高 52，548，888 51，708，764 840，124 
1m正味財産期末残高 52，548，888 fr1， 708， 764 840，124 
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3正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月l日から平成27年3月31日まで

計

他1 {也2

縄設等維持
管理事業科 目

基本財産運用益
基本財産受取利息

指定正味財産からの振替額 ~1 ， 1~3 147，532 178，715 
減価償却費相当額 31，183 141，532 178，715 28，1991 312，926 

事業収益 、，
2，716，441 2，716，441 3，969，1971 12，913，009 

受取補助金等 2，139，185 22，102，341 24，241，526 69，689 
∞ 雑収益 。10，000[ 31，900 

普通預金受取利息
その他雑収益

経常収益計
(2)経常費用

事業費

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費 出 Z，切3[ 2，723，449[ 3，306，132[ 193，790[ 1，566，555 

旅減価費交償通却費費
31，183 147，532 312，926 

通信運搬費 12，502 125，949 138，451 11，233 55，375 
消耗什器備品費 9，396 9，396 
消耗品費 36，876 149，119 83，093 
修繕費 29，210 153，453 182，663 4，542 100，9.69 
研修費 。
印制製本費 。
燃料費 70，215 362，889 433，104 2，525 174，473 
光熱水料費 50，368 236目007 286，375 760 80，638 

15，438 2，455 6，881 
62，212 2，044 33，694 
51，336 8，165 22，886 

共通
法人会計 l内部取引

消去 合計
計



‘! 

単位(円)
公益目的事業会計 収益事業等会計

公1 公2 他1 他2

水道水の水 水道の安定 市民サーピ 施設等維持
科 目 質の安定に 供給の促進 ス事業 管理事業 法人会計

内部取引
合計寄与する事 及び水道に 共通 計 共通 計 消去

業 関する知織
の普及・啓

発に品事寄業与す

~ 

租税公課 104，449 27，186 131，635 161，725 476，707 638，432 770，067 
雑費 1，343 1，343 。 1，343 

管理費 2，301，123 2，301，123 
役員報酬 897，756 897，756 
給料手当 455，834 455，834 
臨時雇賃金 。
退職給付費用 。
福利厚生費 199，514 199，514 
被服費

155，033 155，033 
旅費交通費 58，900 58，900 
減価償却費 35，886 35，886 
通信運搬費 8，001 自，001
消耗什器備品費 82，508 82，508 
消耗品費 72，117 72，117 
修繕費 1，581 1，581 
研修費 4，200 4，200 
印刷製本費 69，120 69，120 
燃料費 880 880 
光熱水料費 15，850 15，850 
委託費 113，174 113，174 
手数料 7，853 7，853 
賃借料 34，343 34，343 
保険料 1，440 1，440 
諸会費 16，000 16，000 
組税公課 71，133 71，133 
雑費 。

経常費用計 4.886.809 22.319..373 01 27.206.182 4，077，085 13.257.835 。17.334.920 2.301.123 46.842，225 
評価損益等調整前当期経常増減額 。LS 69;500 69.500 。 。 。 。 。 。 。
評当期価損経益常等増計減額

。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。LS 69.500 69，500 。 。 。 。 。 。 。



ト品。

科 目

2.経(1)経常外収益

減価償却資産除却損相当額
受取補助金等

経常外収益計
(2)経常外費用

減価償却資産除却損

経常賠外償費金用計

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

E指定正味財受産取増補減助の金部等

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

固定資産
基本財産
特定資産

1m 
指定正味財産期末残高

公益目

公1 公2

lJJ、担 J竺?壬

|町寄与一業する事

隆竺闘めす普主る及知主志啓機す

共通

C E t 

〔

E 
11 69.5C 自9.fior

【 [ 

ム69.500 69.50( 

ム33l1，.517872 ムl，214457，. 737 

394 
95.561引
95，568 "%VV， 5500，，O0O0OO，，OOOOC C 

】，568
;.962 
;.962 

ー計

他l 他2

施設等維持巾ス左足事ν業ー 内部取引管理事業 法人会計 合計
計 共通 許 消去

。日 o n c c 
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4 財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法によってしもロ

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によってしも。

2.会計方針の変更

平成25年度から「新公益法人会計基準J(平成20年12月1日;実施)を適用している。

3.基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残品

基本財産

定期預金 50，000，000 。 。50，000，000 

小言十 50，000，000 。 。50，000，000 

特定資産

什器備品 1，007，117 490，590 321，844 1，175，863 

車両運搬具 701，647 905，260 233，882 1，373，025 

小計 1，708，764 1.395，850 555，726 2，548，888 

合計 51，708，764 1.395，850 555，726 52，548，888 

4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

(うち指定正 味(う財ち産ー般から正
科目 当期末残高 味財産から

(うち負債に

の充当額) の充当額)
対応する額)I 

基本財産

(0)1 定期預金 50，000，000 (50，000，000) (0) 

小計 50，000，000 (50，000，000) (0) (0)1 

特定資産

什器備品 1.175，863 (1，175，863) (0) 

車両運搬具 1.373，025 (1，373，025) (0) (0) 

小計 2，548，888 (2，548，888) (0) 

合計 」主盟主盟lli旦548，888) (0) (0)1 

5.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目 取得価格
減価償却

当期末残高
累計額

什器備品 1，966，207 790，344 1，175，863 

車両運搬具 4，455，981 3，082，956 1，373，025 

合計 6，422，188 3，873，300 2，548，8881 

11ー



6.檎助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸上借の記対分載照表区 I

補助金

公益事業補助金 下関市上下水道局 。 26，574，229 26，574，229 。

公益事業補助金 下関市上下水道局 。 1，395，850 1，395，850 。指定E味財産|

L 
合計 。 27，970，079 27，970，079 。

7.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容 金額

経常収益への振替額

減価償却費計上による振替額 555，726 

合計 555，726 

8 その他

事務所等(高尾浄水場第3倉庫3階162.3nf、および駐車場)の賃借料については、下関市上下水道局
から減免許可を受けているので計算書類には計上していない。

12ー



5附属明細書

1基本財産及び特定資産の明細

'"'デー~・， " 
区分 資産の種類 期首帳簿価格 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価格

基本財産
定期預金

10，000，000 。 。10，000，000 
(西中国信用金庫市役所出張所)

定期預金
10，000，000 。 。10，000，000 

(下関農業協同組合本所)

定期預金
10，000，000 。 。10，000，000 

(西京銀行唐戸支応)

定期預金
10，000，000 。 。10，000，000 

(山口銀行本庖営業部)

定期貯金
10，000，000 。 。10，000，000 

ゅうちょ銀行(下関丸山郵便局)

基本財産計 50，000，000 。 。50，000，000 

特定資産 什器備品

自記録水圧計 2，837 。 1，417 

漏水探知機 。 192，510 。 192，5101 

OAシステム 902，150 298，080 294，353 905，877 

事務所付帯設備 102，130 。 26，074 76，056 

車両運搬具

経車両(公益目的事業会計:3台) 2 905，260 。 905，262 

軽車両(収益事業等会計:2台) 701，645 。 233，882 467，763 

特定資産計 1，708，764 1，395，850 555，726 2，548，888 

2.引当金の明細

引当金は設けていない。

-13-



6財産目録

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)

現金 手元保管 40，000 
未払金の支払いに充てるもの

預金 普通預金山口銀行本底営業部 1，021，140 

流動資産合計 1，061，140 

(固定資産)

基本財産預金
定西期中預国金信用金庫市役所出張所 10，000，000 

預金
定下期関預農金業協同組合本所 10，000，000 

預金 定期預金 .公は公益益目的目保的事有業財産に使で用ありし、て預い金る利。息
10，000，000 

商京銀行唐戸支庖
預金 定期預金 10，000，000 

山口銀行本庖営業部
預金 定期貯金

10，000，000 

特定資産什器備品
ゅうちょ銀行(下関丸山郵便局)

1，175，863 

自記録水圧計 公益目的保有財産 1，420 

漏水探知機 公益目的保有財産 192，510 

OAシステム一式
各事業及び管理業務に使用してい

905，877 
る共有財産である。

事務所付帯設備 管理目的保有財産 76，056 

車両運搬具
1，373，025 

軽車両5台 公益目的事業会計:3台 905，2621 

収益事業等会計:2台

固定資産合計

資産合計 53，610，028 

(流動負債)

未払金 1，061，140 

諸税 消費税、法人税 722，300 

福利厚生費 社会保険料 319，930 

光熱水料費 水道料金、下水道使用料、ガス料金 13，777 

賃借料 電子複写機 5，133 

|流動負債合計 1，061，140 

IC固定負債)

。

(単位:円)

A-1 
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(単位.円)

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

固定負債合計 。
負債合計 1，061，140 

正味財産 52，548，888 
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監査報告書

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度に

ついて、定款第8条及び第26条並びに会計規程第52条及び第 53条の規定に基

づき、監査を実施いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いた

します。

1 監査の方法及びその内容

各重量事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、

理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業

務及び財産の状視を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係

る事業報告について検言すいたしました。

さらに、会計帳簿及びζれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計

算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目

録について検討いたしました。

2 監査意見

(1)事業報告等の監査結果

ア事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと

認めます。

イ理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

事実は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書並びに財産自録の監査結果

計算書類及びそのF付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状

況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

公益財団法人下関市水道サービス公社

理事長 吉村栄治 殿

平成グ年タ月 /6日

公益財団法人下関市水道サービス公社

監事或o今成久子

監事司対ムイ
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平成 27年度

事業計画書及び収支予算書

公益財団法人下関市水道サービス公社
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事業目的

平成 27年度公益財団法人下関市水道サービス公社

事業計画書

当法人は、下関市における水道に関する市民サーピスの向上、広報啓発及

び施設の適正かっ合理的な維持管理に資する事業を行い、公衆衛生の向上と

市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

事業計画

1.公益目的事業

[公 1]水道水の水質の安定に寄与する事業

( 1 )小規模貯水槽水道の管理指導業務

貯水槽の管理について法的な規制を受けない小規模貯水槽水道

(受水槽容量 10rrf以下)の施設設置者や管理者に対し、個別訪問な

どにより「貯水槽の管理、点検のご案内パンフレットJなどの資料

を配付し、適正な管理の指導、維持管理意識の啓発を行う。また、

施設設置者の依頼により無料で点検を行い定期の水質検査や清掃

などの指導を行い、安全で安心できる水道水の使用に寄与する。

[平成 27年度実施予定]

①地域:旧市内(西部・南部)・彦島・豊浦町・豊北町・

菊川町・豊田町

②対象者:下関市内のピル・マンション等における小規模貯水

槽水道約400箇所の設置者及び管理者

(2)配水管末水質調査業務

水道法による衛生上の措置として定められている蛇口での残留塩

素濃度o. 1 mg/且以上を常に確保で、きるよう、水質調査地点を選定

し、配水管末での水質調査を定期的に行う。また、残留塩素濃度を

維持するために、常時放水を必要とする箇所を選定すると共に、そ

とでの必要最小放水量を決定し、水道水の放流量を定期的に測定す

ることにより、浄水処理後の貴重な水道水の節減に努める。

[平成 27年度実施予定】

①水質調査測定箇所:112箇所

②水質調査延件数:811件

③放流量測定箇所 :75箇所

④放流量測定延件数 :450件
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[公2]水道の安定供給の促進及び水道に関する知識の普及・啓発に寄

与する事業

( 1 )宅地内給水装置診断業務

水道利用者である市民からの相談に応じ宅地内給水装置(水道メ

ータから家屋側の給水装置所有者の管理責任範囲)の現地での診断

を無料で行う。また、不具合箇所が発見された場合には、当該地域

の修繕業者の紹介や修繕依頼時における注意点等のアドバイスや

漏水の発生しやすい箇所や状況の説明などを行い、市民サービスの

向上に努める。

[平成 27年度実施予定]

①相談件数:3， 000件

②現地調査件数・ 2， 500件

③対象者:下関市の給水区域において水道を利用している市民

(2)水道技術講習等業務

創設期以来の水道施設の現場技術を修繕工事業者や現役職員に技

術継承することにより、安全で安心できる安定的な水道水の供給と

ともに、一般市民の受講希望を受け入れ、市民への水道に関する知

識の普及啓発に寄与する。

[平成 27年度実施予定]

①実施日:平成28年2月頃

②場所:上下水道局長府浄水場内水道技術研修センター

③受講者:10人程度

(3 )水道施設見学、体験業務

登録有形文化財に登録されている施設がある高尾浄水揚や日和山

浄水場内にある水道資料室などを案内し、日頃見ることができない

浄水揚の見学や、水道の歴史的成り立ちゃ水道水がで、きる仕組みに

ついて説明し、さらに、実験や測定等の体験活動により水道に関す

る知識の普及啓発を行い水道事業への理解と協力を深めてもらう。

【平成27年度実施予定]

①場所:高尾浄水場、水道資料室(日和山浄水場内)

②対象者:市内外を問わずあらゆる年齢層の見学希望者

。，
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2.その他の事業

[他 1]市民サービス事業

( 1 )水道相談業務

公社内に設置された専用電話に寄せられる水道に関する様々な

疑問や問合せに対応し、必要に応じ上下水道局の関係課所との調整

を行い、相談者に納得していただけるよう対応し、市民が水道事業

への理解を深め、安心して水道を利用できるよう努め、市民サービ

スの向上を図る。

①対象者:水道利用者

[他2]施設等維持管理事業

( 1 )災害備蓄用水管理業務

災害時においても生活に欠かすことのできない飲用水の確保を

目的に、市の主要な災害発生時避難場所に配備されている災害備

蓄用水の適正管理を行い、一般家庭においても災害備蓄用水の確

保を推奨し、有料頒布、配達を行うなど、全ての災害備蓄用水を管

理し、災害時における飲用水の確保に努める。

①対象者.下関市の全市民

(2) 内日貯水池維持管理業務

下関市の水道事業創設期からの独自水源である内日貯水池及ひや

周辺清浄地の適正な維持管理及び内日~石原間の導水線路の巡視

を行う。施設管理を確実に効率的に行うことにより、貯水池の水

質保全や水量の温存を図り、原水の安定した供給に寄与する。

①対象者.給水区域内の全市民

(3 )水道メータ管理業務

水道メータの開閉栓や計量法に定められた有効期限に基づく検

定満期などによる水道メータの入庫や出庫とともに、撤去した水

道メータの指針データを上下水道局の料金システムへ入力するな

ど、水道メータの管理を行う。

①対象者.給水区域内の全市民
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平成 27年度公益財団法人下関市水道サービス公社

収支予算書

平成27年4月l日から平成28年3月31日まで

科 目 当年度 前年度

I一般正味財産増減の部

1.経常増減の部
(1)経常収益

基本財産運用益 59，000 69，000 

基本財産受取利，息 59;000 69，000 

指定正味財産からの振替額 837，000 563，000 

減価償却費相当額 837，000 563，000 

事業収益 17，980，000 21，853，000 

受取補助金等 32，756，000 30，548，000 

雑収益 12，000 12，000 
普通預金受取利息 2，000 2，000 

その他雑収益 10，000 10，000 

経常収益計 51，644，000 53，045，000 

(2)経常費用

事業費 46，873，000 50，273，000 

役員報酬 5，429，000 5，302，000 

給料手当 29，909，000 33，421，000 

臨時雇賃金 。 。
退職給付費用 1，867，000 1，193，000 

福利厚生費 5，538，000 5，691，000 

被服費 。 。
旅費交通費 28，000 35，000 

減価償却費 791，000 527，000 

通信運搬費 144，000 293，000 

消耗什器備品費 30，000 11，000 

消耗品費 425，000 266，000 

修繕費 493，000 578，000 

研修費 。 。
印刷製本費 。 。
燃料費 784，000 851， 000 

光熱水料費 。 402，000 

委託費 111，000 72，000 

手数料 184，000 223，000 

賃借料 122，000 126，000 

保険料 303，000 392，000 

諸会費 。 。
租税公課 715，000 890，000 

管理費 4，771，000 2，772，000 

役員報酬 941，000 927，000 

給料手当 1，525，000 536，000 

臨時雇賃金 200，000 200，000 

退職給付費用 U 。
福利厚生費 396，000 220，000 

被服費 149，000 310，000 

旅費交通費 157，000 168，000 

4一一

(単位:円)

増減

‘両 -

ム 10，000

ム 10，000

274，000 

274，000 

6. 3，873，000 
2，208，000 。。。

ム 1，401， 000 

ム 3，400，000
127，000 

ム 3，512，000。
674，000 

6. 153，000 。
ム 7，000
264，000 

ム 149，000
19，000 

159，000 

ム 85，000。。
ム 67，000
6. 402，000 

39，000 

ム 39，000

ム 4，000

ム 89，000。
ム 175，000

1，999，000 
14，000 

989，000 。。
176，000 

ム 161，000

ム 11，000



(単位:円)

科 目 当年度 前年度 増減

減価償却費 46，000 36，000 10，000 

通信運搬費 138，000 6，000 132，000 

消耗什器備品費 113，000 68，000 45，000 

消耗品費 103，000 7，000 96，000 

修繕費 65，000 5，000 60，000 

研修費 21，000 5，000 16，000 

印刷製本費 81，000 64，000 17，000 

燃料費 31，000 1，000 30，000 

光熱水料費 430，000 18，000 412，000 

委託費 98，000 81，000 17，000 

手数料 22，000 6，000 16，000 
賃借料 46，000 24，000 22，000 

保険料 93，000 2，000 91，000 
諸会費 16，000 16，000 。
租税公課 100，000 72，000 28，000 

経常費用計 51，644，000 53，045，000 ム 1，401，000

評価損益等調整前当期経常増減額 。 。 。
評価損益等計 。 。 。
当期経常増減額 。 。 。

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

減価償却資産除却損相当額 79，000 。 79，000 
受取補助金等 1，000，000 1，000，000 。

経常外収益計 1，079，000 1，000，000 79，000 
(2)経常外費用

減価償却資産除却損 79，000 。 79，000 

賠償金 1，000，000 1，000，000 。
経常外費用計 1，079，000 1，000，000 79，000 

当期経常外増減額 。 。 。
当期一般正味財産増減額 。 。 。
一般正味財産期首残高 。 。 。
一般正味財産期末残高 。 。 。

E 指定正味財産増減の部

受取補助金等 1，629，000 1，707，000 ム 78，000

一般正味財産への振替額 ム 916，000 D. 563，000 ム 353，000

減価償却費相当額 ム 837，000 ム 563，000 ム 274，000

減価償却資産除却損相当額 ム 79，000 。 ム 79，000

当期指定正味財産増減額 713，000 1，144，000 ム 431，000

指定正味財産期首残高 52，554，000 51，718，000 836，000 
固定資産 52，554，000 51，718，000 836，000 

基本財産 50，000，000 50，000，000 。
特定資産 2，554，000 1-，718，000 836，000 

指定正味財産期末残高 53，267，000 52，862，000 405， 000 

E正味財産期末残高 53，267，000 52.862.000 405.000 

※設備投資については軽車両1台、漏水探知擾I否了万瓦つンステムの更新を予定している。
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公 1
水道水の科 目
水質の安
定に寄与
する事業

1.経常増減の部

(1)経常収益
基本財産運用益

基本財産受取利息
指定正味財産からの振替額

減価償却費相当額
ol 事業収益

受取補助金等
雑収益

普通預金受取利息
その他雑収益

経常収益計
(2)経常費用

事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
被服費
旅費交通費
減価償却費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
研修費

平成27年度公益財団法人下関市水道サービス公社

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公 2
水道の安定
供給の促進

他 1 他 2及び水道に
関する知識 共通 計 市民サー 施設等維持

の普及・啓 ピス事業 管理事業

発に寄与す
る事業

59， 59，000 
59， 59， 

468， 
468， 

3，100， 
27，950， 

864，000 
11，000 1，716，000 

16，000 
1， 322，000 

44，000 

1，000 120，000 
1，000 195，000 

(単位円)

内部取引
法人会計 合計共通 計 消去

59，000 
59，000 

46，000 837，000 
46，000 837，000 

17，980，000 
4，723，000 32，756，000 

2，000 12，000 
2，000 2，000 



公 2

公1 水道の安定

水道水の供給の促進 他 1 他 2 I I I .'r. A A.L  I内部取引
水質の安及び水道に 共通 計 市民サー施設等維持|共通| 計 |法人会計|消去| 合計
定に寄与関する知識 ピス事業管理事業

の普及・啓
する事業 発に寄与す

る事業

556， 。
91，0001 1，0001 19，000 
133，0001 1，0001 50，000 
85，0001 1，0001 36，000 
179，0001 1 124，000 。
137，0001 1 578，000 

科目

吋

費

開

用

品

金

費

費

費

費

費

備

費

費

繰

酬

当

賃

付

生

通

却

搬

器

費

本

料

料
料
費
公
報
手
麗
給
厚
費
交
償
還
什
品
費
費
製
費
水
費
料
料
料
費
公
許

借
険
会
税
費
員
料
時
職
利
服
費
価
信
耗
耗
繕
修
刷
料
熱
託
数
借
険
会
税
用

賃
保
諸
租
理
役
給
臨
退
福
被
旅
減
遇
消
消
修
研
印
燃
光
委
手
賃
保
諸
租
費

管

常

経

当期経常増減額

4，771， 
941，000 

1，525，000 
200，000 

0 

396，000 
149，000 
157，000 
46， 
138，000 
113，000 
103，000 
65，000 
21，000 
81，000 
31， 

430， 
98， 
22， 
46，000 
93，000 
16，000 



(単位:円)
公益白骨i事葉萎害「 亙歪ft特剖

公 2

公 l
水道の安定

水道水の
供給の促進

{也 l 他 2 内部取引
科 目

水質の安
及び水道に

共通 計 市民サー 施設等維持 共通 計
法人会計

消去
合計

定に寄与
関する知識

ピス事業 管理事業
の普及・啓

する事業
発に寄与す

る事業

z 雌'‘市1常減内外価一収償益却資
産除却損相当額 9，000 41，000 50，DO0 0 1， 000 23，000 24，000 

1.0005，2O0000 0 100790，.O0000 0 受取補助金等 。
経常外収益計 9，000 41. 000 。 50，000 1， 000 23，000 24，000 005，000 立9，旦QO

(2)経常外費用

減価償却資産除却損 9，000 41，000 50，OO{0 1 1， 000 23，000 24，000 
LOO5O，， O0O0O 0 1.o7o9o，-O0000 0 賠償金

経常外費用計 9，001 41，00 50，00 1， 000 23，000 。 24，00 ，坦Q，001 1，j)79，_D_01 
当期経常外増減額 。 。 。
当期一般正味財産増減額 ム 59，00 59，00 。 。 。

∞ 一般正味財産期期首残高 口 。 。 。 。 。
一般正味財産末残高 。ム _59，0_00 [9， O()() 。 。 。 C 

E指定正味財産増減の部

Alム，41545651，，.，OOO0O000O0 0 0 

受取補助金等 214，000 

ムムム2541651488O2，，，0OOO0O000O 0 0 ムムム33422523，，、 O0O00000 0 
ム 347，∞0o 

1，629，000 
一般正味財産への振替額 ム 45，'O00DO0 

ムムム447位332，、， OO0∞ 000 0 A2，，，ooOoo0o 0 o 
ム 916，000

減価償却費相当額 ム 36 ムム l ムム323，JO0∞0 Aム8377t，， OO0000 
減価償却資産除却損相当額 ム

当期指定正味財産増減額 A 

t i4， 5笠盟88ιムE 

ム叫， 000 ム ，00 ム 345，00日 01 /:， 3' ，000 l 164， 100 71: ，00 
指定正味財産期首残高 11 50，000，00 51. 692， 000 ，001 f25 ，000 。 7; ，000 35， 100 52， 55' 。。

固定資産 11士，
5500，， o。o(1o0，3O0O0{01 

550lI，，， 606990220，2，O00O00D 0 0 
，001 725.000 

772277，， O0000 0 0 113355，， O0000 0 0 
52，554，00 

基本財産
04，01 1，588，001 2，000 725，000 2，554，000 特定資産
59，01 

ム1.227L0.20201」2&L旦』笠主4辺2E2 」m与2皐~8~主E主2O 
。 380，000 。

338800.，0O000 0 
1， 499， 000 53， 

箆267L.盟00LC 田正味財 型，01 。 380，000 。 1. 499， 000 53， 



資金調達及び設備投資の見込みについて

( 1 )資金調達の見込みについて

当期中における借入予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記
載してください。

借入れの予定 あり
I • I 

なし

事業
借入先 金額 使途

番号

(2)設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備
投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定 あり なし

事業
設備投資の内容 支出又予定は額収入の 資金調達方法

番号 又は取得資金の使途

公2 漏水探知機の購入 214，000円 上下水道局からの補助金

法人
軽車両の購入 1，150，000円 上下水道局からの補助金

会計

法人
OAシステムの更新 265，000円 上下水道局からの補助金

会計
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